
【
問
】
仕
事
が
減
り
収
入
が
激
減

し
ま
し
た
。
小
学
生
と
中
学
生
の

子
ど
も
が
い
ま
す
が
、
教
育
費
用

の
面
で
使
え
る
制
度
は
あ
り
ま
す

か
。

【
答
】
小
・
中
学
校
の
児
童
・
生

徒
の
い
る
家
庭
に
支
給
さ
れ
る
就

学
援
助
制
度
が
あ
り
ま
す
。

【
問
】
金
額
は
ど
れ
く
ら
い
で
す

か
。

【
答
】
金
額
は
表
１
に
あ
る
と
お

り
で
す
。
学
用
品
購
入
費
※
は

「
学
用
品
費
」
「
通
学
用
品
費
」

「
校
外
活
動
費
」
「
入
学
準
備
金
」

な
ど
に
分
か
れ
個
々
に
金
額
が
あ

り
ま
す
が
、
合
計
が
標
準
単
価
と

な
っ
て
い
ま
す
。
通
学
費
、
修
学

旅
行
費
、
給
食
費
は
実
費
と
し
て

お
り
、
自
治
体
に
よ
っ
て
異
な
り

ま
す
。

【
問
】
こ
の
制
度
は
何
が
根
拠
に

な
っ
て
い
ま
す
か

【
答
】
義
務
教
育
は
無
償
と
し
た

憲
法
26
条
、
教
育
基
本
法
や
学
校

教
育
法
に
よ
り
ま
す
。
学
校
教
育

法
第
19
条
に
お
い
て
「
経
済
的
理

由
に
よ
っ
て
、
就
学
困
難
と
認
め

ら
れ
る
学
齢
児
童
生
徒
の
保
護
者

に
対
し
て
は
、
市
町
村
は
、
必
要

な
援
助
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
明
記
さ
れ
て
お
り
、
義
務

教
育
無
償
化
の
入
り
口
と
考
え
て

い
ま
す
。

【
問
】
申
し
込
み
は
？

【
答
】
教
育
委
員
会
へ
の
申
請
が

一
般
的
で
す
が
、
学
校
が
窓
口
と

言
わ
れ
た
場
合
、
学
校
の
誰
に
相

談
し
た
ら
い
い
の
か
は
聞
い
て
み

て
く
だ
さ
い
。
年
度
の
途
中
で
も

受
け
付
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
の
で
、
申
請
し
ま
し
ょ
う
。

【
問
】
ど
れ
く
ら
い
の
収
入
の
家

庭
が
受
け
ら
れ
ま
す
か
ま
す
か
。

【
答
】
自
治
体
に
よ
っ
て
違
い
ま

す
。
具
体
例
は
表
２
の
通
り
で
す
。

表
に
あ
る
「
適
用
率
」
は
就
学
援

助
を
受
け
て
い
る
子
ど
も
の
割
合

で
す
。
市
町
村
に
お
い
て
は
４
人

に
１
人
が
就
学
援
助
を
受
け
て
い

る
と
い
う
市
町
村
も
あ
り
ま
す
。

表
３
は
国
が
昨
年
10
月
に
発
表
し

た
「
平
成
25
年
度
就
学
援
助
実
施

状
況
等
調
査
」
の
近
畿
分
の
結
果

で
す
。
大
阪
府
は
全
体
で
４
人
に

１
人
、
25
％
を
超
え
て
就
学
援
助

金
が
支
給
さ
れ
て
い
ま
す
。
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子
ど
も
の
貧
困
は
ま
だ
改
善
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
小
中
学
生
の
就
学
援
助
制
度
も
平
成
22
年
度

に
全
国
平
均
で
15
％
を
超
え
て
か
ら
、
高
止
ま
り
を
続
け
て
い
ま
す
。
米
原
市
は
8
％
前
後
と
全

国
平
均
よ
り
は
低
い
状
況
に
あ
り
ま
す
が
、
制
度
が
十
分
浸
透
し
て
い
る
の
か
点
検
が
必
要
で
す
。

今
回
、
就
学
援
助
制
度
の
概
要
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
み
ま
し
た
。
活
用
く
だ
さ
い
。

くらしに役立つ制度紹介

雑
感

南
ス
ー
ダ
ン
の
自
衛
隊
に
「
駆
け
付
け
警
護
」
の
新
た
な
任
務
が
付
与
さ
れ

る
閣
議
決
定
が
15
日
な
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
海
外
で
の
武
力
行
使
を
禁
止
し
た
憲
法

を
蹂
躙
す
る
も
の
で
あ
り
、
到
底
ゆ
る
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
本
当
に
海
外
で
「
殺

し
、
殺
さ
れ
る
」
ケ
ー
ス
と
な
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
ま
す
。
安
倍
政
権
は
現
在
の
南
ス
ー

ダ
ン
は
安
定
し
て
い
る
と
強
弁
し
て
い
ま
す
が
、
今
の
南
ス
ー
ダ
ン
の
情
勢
が
内
戦
状

態
で
あ
る
こ
と
を
、
国
連
自
体
が
認
め
て
お
り
、
Ｐ
Ｋ
Ｏ
5
原
則
が
成
り
立
っ
て
い
な

い
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。
旧
日
本
軍
は
、
日
中
戦
争
で
現
地
部
隊
が
本
部
の
指
示
に
従

わ
ず
戦
闘
を
拡
大
し
、
泥
沼
の
戦
争
に
突
入
し
て
い
っ
た
過
去
の
苦
い
歴
史
が
あ
り
ま

す
。
今
す
ぐ
、
新
た
な
任
務
を
撤
回
し
、
南
ス
ー
ダ
ン
Ｐ
Ｋ
Ｏ
か
ら
の
撤
退
を
要
求
し

ま
す
。

学
用
品
費
や
修
学
旅
行

費
、
給
食
費
な
ど
支
給

受
け
ら
れ
る
基
準
は

ど
れ
く
ら
い
の
収
人

憲
法
２
６
条
や
学
校

教
育
法
が
根
拠
に

支給項目 小学校標準単価 中学校標準単価

学用品購入費（※） 72,190 143,150

通学費 実費 実費

修学旅行費 実費 実費

医療費（６種） 12,000 12,000

学校給食費 51,000 60,000

スポーツ掛金 1/2 1/2

表１ 2016年度就学援助金の額（年額）国基準

自治体名
収入

（円以下）
所得

（円以下）
適用率

備考

米原市
小7.5
中8.6

生活保護基準
1.3倍

松阪市 442万円 300万円
小16.5
中19.0

生活保護基準
1.4倍

総社市 3408千円
小19.3
中22.1

生活保護基準
1.2倍

福岡市
小23.6
中25.9

住民税所得割
基準による

表
２
適
用
基
準
（
４
人
世
帯
例
）

都道府県 率（小中全体）

滋賀県 12.71

京都府 20.03

大阪府 25.23

兵庫県 16.43

奈良県 11.78

和歌山県 14.63

表３ 2013年度就学援助率（近畿分）


